
平成20年度行政評価結果を踏まえた取組み

● 行政経営方針 

● 経営改革プラン（行政改革実施プラン改訂版） 

● 施策別予算枠配分 

● 職員研修

以上、平成20年度第5回委員会で説明 

● 意思決定システムの確立　　行政会議の設置（庁議の見直し） 
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● 評価手法の見直し 

施策評価を軸とした評価手法に変更 

　目標達成の手段としての事務事業について有効性、効率性などの検証 

　施策ごとの目標指標の設定（再設定） 

部　　長　　級

地域総務課長

副    市     長

政策担当部長

総務担当部長

企画担当部長

関  係  部  長

関  係  課  長

随　　　　　時

（必要に応じて）

毎月　２回

第２月曜日

第４月曜日

部長会議政策調整会議

（１） 行政経営会議

付議事項で事前調

整が必要なもの

（２） その他、副市

長が必要と認める

事項

（１） 行政経営会議

の調整

（２） 懸案事項の検

討

（３） 決定事項等の

伝達、意見交換

（４） その他市長、

副市長が必要と認

める事項

支所長・部長判断

による

（月２回程度目標）

支所長・部長判断

による

（１）支所・部内の

課題解決、施策の

進行管理等

（２） 「行政経営会

議審議依頼書」の

協議等

（３） その他支所

長・部長が必要と

認める事項

支所・部内会議

　市政の重要事項の審議、市政の執行方針の決定、全庁的な情報交換及び各部等相

互の総合調整等を行う

　総合振興計画の実現を図るためには、政策、施策の目的、目標や達成に向けた対応

策の明確化

行政経営会議

（１）基本方針及び

構想・計画に関す

る事項

（２）施策及び事務

事業に関する事項

（３）条例、規則等

に関する事項

（４）その他市長が

必要と認める事項

市 　　　　　長

副　　市　　長

参 　　　　  与

教　　育　　長

部　　長　　級

特に認めたもの

毎月　１回

第１月曜日

課内会議

（１） 課内の課題解

決、事業の進行管

理等

（２） 「行政経営会

議審議依頼書」の

検討、提出等

（３） その他課長が

必要と認める事項

課長判断による

課長判断による

（月２回程度目標）

平成２１年７月２日

南丹市行政評価推進委員会　資料２



平成２１年度 行政評価（内部評価）の流れ 
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施策評価 

 

部局長 全員 

 

①総合振興計画の実効 

②施策コスト成果の評価 

 

事業貢献度評価 

 

部局長 全員 

 

施策評価表作成 

（ 表 面 ） 

 

 

事業評価 

 

事業評価表作成 

 

活動記録作成 

素案 総合政策室 

   企画推進課 

最終 関 係 課 長 

課長 全員 

（所管課長以外 

の課長が評価） 

 

素案 事業担当者 

最終 担 当 課 長 

 

事業担当者 
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①効果のない事業の削減 

②事業の再構築 

①事業貢献度評価の資料 

②有効性・効率性・公共性

について、客観性を確保 

 

①活動内容の把握、点検 

②アウトプットの把握 

参
 

考
 



３．対象施策および事務事業（平成２０年度実施） 

 行政評価の対象とする施策および事務事業については、次のとおりとします。 

 なお、事務事業評価における事業の単位は、昨年度と同様に予算における「細事業（細事業が無

い場合は事業）」を１つの単位とします。ただし、別に定めるところにより細事業がある場合でも

事業を単位とする場合があります。 

（１）施  策 

総合振興計画に定める２３施策全てを評価の対象とします。 

政        策 施        策 

１ 安心して子育てできるまちをめざす 

２ 明日を担い、内外で活躍するひとを育てる 

３ 生涯にわたって学び、活かす機会をつくる 

４ 医・食・住の充実と高齢者や障がいのある

人の自立を支援する 

第１章 生涯充実して暮らせる都市を創る 

 

５ ふるさとで働ける場をふやす 

１ 豊かな緑と清流を守る 

２ 資源が循環するまちをつくる 

３ 南丹ブランドの「ほんまもん」をつくる 

４ ひとを温かく迎える 

５ 伝統文化を継承する 

第２章 自然・文化・人を活かした郷を創る 

 

６ 暮らしの安全と安心を守る 

１ 高速移動の網を広げる 

２ 鉄道をさらに便利にする 

３ 安全で快適な主要道路でつなぐ 

４ 誰もが安心な地域交通システムをつくる 

５ 双方向の情報通信基盤をつくる 

第３章 人・物・情報を高度につなげる 

 

６ にぎわいの市街地をつくる 

１ 共に生きるまちづくりを進める 

２ 住民自治の地域づくりを進める 

３ 多様な担い手のパートナーシップを育てる 

４ 大学等と連携し、ともにまちをつくる 

５ 未来を担う人づくりを進める 

第４章 共に担うまちづくりの仕組みを築く 

 

６ 行財政改革を推進する 

 
（２）事務事業 

 事業分類区分のうち、（Ａ）ハード事業、（Ｂ）ソフト事業および（Ｃ）施設管理費を評価の

対象とします。ただし、職員人件費およびその他職員給与費は除くものとします。また、道路

新設改良事業や小学校施設管理運営費などについては、事業を１つの単位として評価するもの

とします。（評価事業数：４１８事業） 


